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新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応について 

 

先日、山形市で小学生が新型コロナウイルス感染症に感染し、小学校が臨時休業になり

ました。その際、新聞報道にもありましたが、小学校に心ない誹謗中傷の電話が多数あり

ました。「WITH コロナ」の時代であり、誰でも感染する可能性がある中、感染者や関係機

関を非難する行動が見られ、非常に残念に感じております。 

今後、飯豊町でも感染者が発生する可能性は０ではありません。もし、町内の児童生徒

に感染者が発生した場合には、下記のとおり適切な対応をお願いいたします。何とぞご理解

とご協力をお願いいたします。 

記 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚接触者に対する誹謗中傷について 

   新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚接触者とその家族、治療にあたる医療従

事者とその家族に対する偏見や差別に繋がるような行為が問題となっております。こ

のような行為は許されるものではありません。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる

状況であることを受け止めていただくとともに、冷静な行動をしていただきますよう

皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

   引き続き、児童・生徒への差別・偏見の防止について指導して参ります。 

新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見の防止に向けて 

文部科学大臣からのメッセージ（裏面をご覧ください） 

（関連ページ）https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00122.html 

 

２ 町内の児童・生徒に感染者・濃厚接触者が発生した場合の飯豊町の対応について 

   (１) 感染者が発生した場合、当該小中学校を一時的に閉鎖し、保健所と相談のうえ、 

当該小中学校の消毒を実施します。 

(２) 緊急下校や臨時休業の連絡は、各校の配信メールにて保護者の皆様に連絡しま 

す。 

(３) 夕方以降に感染者が特定された場合は、夜間に、次の日から臨時休業とする旨 

の連絡をさせていただく場合もありますのでご理解ください。 

(４) お子様や同居の家族の方が、保健所から濃厚接触者として特定されたり、健康 

観察の対象となるなどして自宅待機を指示されたりしたとき、感染が判明した 

りしたときは、必ずその指示に従い、登校を控えてください。 

(５) ４の指示が出た場合は、必ず、速やかに、学校もしくは飯豊町役場へ連絡をし 

てください。 

    ○平日の連絡先 当該学校  ○土日祝日 飯豊町役場７２－２１１１ 

(６) 学校は、個人情報の管理を徹底し、その後に、お子様やご家庭が誹謗中傷を受 

けるなどの事態にならないよう対応を徹底します。 


